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一

古
今
伝
受
を
継
承
す
る
た
め
に
は
、
講
釈
を
行
い
講
釈
終
了
後
に
切
紙
等
の
口

伝
を
相
伝
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
様
々
な
事
情
に
よ
り
こ
う
し
た

手
順
を
踏
め
な
い
こ
と
が
あ
る
。
中
院
通
躬
が
三
条
西
公
福
・
烏
丸
光
栄
・
久
世

通
夏
に
古
今
伝
受
を
し
て
い
る
時
、
冬
ま
で
の
講
釈
を
終
了
し
た
だ
け
で
薨
去
し

た
。
そ
の
た
め
、
古
今
伝
受
の
箱
を
披
見
す
る
こ
と
に
よ
り
伝
受
が
終
了
し
た
こ

と
に
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
盛
田
帝
子
氏
は
桜
町
天
皇
の
意
志
に
焦
点
を

合
わ
せ
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

ふ
た
つ
の
記
事
か
ら
浮
び
上
っ
て
く
る
の
は
、
宮
廷
文
化
の
基
盤
で
あ
る
歌

道
の
核
を
担
う
御
所
伝
受
の
流
れ
を
、
こ
こ
で
絶
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
と
い
う
桜
町
天
皇
の
強
い
意
志
で
あ
る
、
幕
末
に
な
る
と
、
口
伝
は

な
く
箱
伝
受
の
み
で
、
御
所
伝
受
が
続
く
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
、

元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
の
場
合
、
古
今
伝
受
の
保
持
者
が
突
然
薨
去
す
る

と
い
う
、
近
世
に
入
っ
て
初
め
て
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
り
、
前
例
が
な
い

（
1
）

だ
け
に
、
桜
町
天
皇
の
苦
悩
も
深
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

だ
が
、
古
今
伝
受
の
継
承
者
が
講
釈
途
中
で
講
釈
が
継
続
で
き
な
く
な
り
、
資

料
の
閲
覧
に
よ
り
相
伝
を
完
了
し
た
例
は
、
細
川
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
へ
の
古
今

伝
受
で
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
講
釈
の
途
中
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
今
伝

受
資
料
を
預
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
今
伝
受
が
終
了
し
た
こ
と
に
し
た
智
仁
親
王

へ
の
相
伝
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
古
今
伝
受
の
箱
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

た
い
。

一
　
古
今
伝
受
の
箱
と
い
う
こ
と

古
今
伝
受
の
箱
の
授
受
に
つ
い
て
盛
田
氏
は
「
幕
末
に
な
る
と
、
口
伝
は
な
く

箱
伝
受
の
み
で
、
御
所
伝
受
が
続
く
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。」
と
さ
れ
た
。「
口
伝

は
な
く
箱
伝
受
の
み
」
と
あ
る
か
ら
、
箱
伝
受
と
は
、
講
釈
な
ど
を
行
わ
ず
に
箱

（
2
）

小

髙

道

子

古
今
伝
受
の
箱
に
つ
い
て

―
箱
の
内
容
と
継
承

―
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二

の
授
受
の
み
で
古
今
伝
受
が
相
伝
さ
れ
る
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
箱
を
伝

え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
青
山
英
正
氏
は
、
箱
の
授
受
と
披
見
す
る
ま
で
の
日
時
を

問
題
に
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
。

伝
受
継
承
の
危
機
は
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
以
前
に
も
何
度
か
あ
っ

た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
伝
受
之
断
絶
は
表
面
上
取
り
繕
わ
れ
た

と
言
っ
て
よ
い
。
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
十
二
月
二
日
、
そ
の
時
唯
一
の

伝
受
保
持
者
だ
っ
た
中
院
通
躬
が
薨
去
し
た
際
は
、
通
躬
に
途
中
ま
で
古
今

講
釈
を
受
け
て
い
た
烏
丸
光
栄
と
三
条
西
公
福
が
、
桜
町
天
皇
か
ら
の
勅
命

を
受
け
て
同
月
二
十
六
日
に
各
家
の
伝
受
箱
を
開
見
し
、
通
躬
か
ら
直
接
伝

受
の
全
て
を
相
伝
さ
れ
た
こ
と
に
し
た
。
当
時
こ
こ
で
伝
受
が
途
絶
え
た
と

見
る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
伝
受
箱
の
開
見
は
通
躬
の
死
後
一
ヶ
月
以
内
に
お

こ
な
わ
れ
て
お
り
、
伝
受
之
連
続
性
を
主
張
し
う
る
程
度
に
は
空
白
期
間
が

最
小
限
に
抑
え
ら
れ
た
と
言
え
る
。
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
十
一
月
十

八
日
、
光
格
上
皇
が
崩
御
し
た
際
、
お
よ
び
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
九
月

十
七
日
に
飛
鳥
井
雅
光
が
没
し
た
際
は
、
先
に
見
た
通
り
、
そ
の
病
床
で
相

伝
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
安
政
四
年
に
飛
鳥
井
雅
久
が
没
し
た
際
、
す
ぐ
に
伝

受
箱
の
開
見
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
万
延

元
年
（
一
八
六
〇
）
五
月
に
烏
丸
光
政
が
開
見
を
お
こ
な
う
ま
で
、
実
に
三

年
間
も
の
空
白
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
そ
こ
に
伝
受
之
連
続
性
を

謳
う
余
地
は
な
く
孝
明
天
皇
自
身
、
次
に
紹
介
す
る
宸
翰
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
伝
受
が
途
絶
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
抱
い
て
い
た
。

（
3
）

二
　
智
仁
親
王
の
古
今
伝
受
資
料
書
写

慶
長
五
年
五
月
二
十
九
日
、
幽
斎
が
「
出
陣
用
意
」
の
た
め
丹
後
に
帰
国
す
る

（『
舜
旧
記
』）。
そ
の
た
め
、細
川
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
へ
の
古
今
伝
受
の
講
釈
は
、

物
名
巻
ま
で
で
中
断
さ
れ
た
。
幽
斎
は
そ
の
後
、
討
死
を
覚
悟
し
て
田
辺
城
に
籠

城
し
た
た
め
、
仮
名
序
以
下
の
講
釈
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

古
今
伝
受
資
料
と
古
今
伝
受
終
了
の
証
明
状
を
智
仁
親
王
に
送
る
こ
と
に
よ
り
、

古
今
伝
受
が
終
了
し
た
こ
と
に
し
た
。

智
仁
親
王
は
幽
斎
の
古
今
伝
受
資
料
を
書
写
校
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
名
実
共

に
細
川
幽
斎
の
古
今
伝
受
を
継
承
し
た
。
古
今
伝
受
資
料
の
書
写
校
合
を
終
え
た

智
仁
親
王
は
、
資
料
を
整
理
し
て
目
録
を
作
成
し
た
。
智
仁
親
王
が
作
成
し
た

種
々
の
目
録
は
宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
わ
る
。
ま
ず
、
慶
長
七
年
九
月
十
三
日
に
幽

斎
か
ら
預
け
ら
れ
た
箱
の
目
録
を
作
成
し
た
。
そ
の
後
、
幽
斎
の
講
釈
聞
書
を
整

理
し
た
『
古
今
和
歌
集
聞
書
（
清
書
本
）』
三
冊
と
、
幽
斎
が
実
枝
の
講
釈
聞
書
を

整
理
し
た
『
伝
心
抄
叙
并
真
名
序
抄
』
二
冊
あ
わ
せ
て
五
冊
に
表
紙
を
付
け
た
。

そ
し
て
同
十
月
三
日
に
、
古
今
序
秘
注
な
ど
と
あ
わ
せ
て
幽
斎
に
奥
書
を
依
頼
し

た
。
幽
斎
は
十
一
月
二
日
に
奥
書
を
記
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
幽
斎
が
奥
書
を
記

し
た
の
は
、
幽
斎
の
講
釈
を
智
仁
親
王
が
聞
書
し
て
整
理
し
た
『
古
今
和
歌
集
聞

書
（
清
書
本
）』
三
冊
の
み
で
あ
っ
た
。
十
月
五
日
に
は
「
古
今
集
相
伝
之
箱
」
を

幽
斎
に
返
し
た
。
慶
長
七
年
十
一
月
十
三
日
に
、
智
仁
親
王
は
幽
斎
が
奥
書
を
記

し
た
資
料
を
含
め
て
、
自
ら
の
古
今
伝
受
の
箱
の
目
録
を
記
し
た
。
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三
　
古
今
伝
受
の
箱
の
封
紙

智
仁
親
王
が
整
理
し
た
古
今
伝
受
資
料
は
、
そ
の
子
智
忠
親
王
に
よ
り
、
古
今

伝
受
後
の
資
料
を
加
え
て
整
理
さ
れ
て
封
印
さ
れ
た
。
宮
内
庁
書
陵
部
に
は
、
古

今
伝
受
の
箱
を
封
印
し
た
封
紙
が
伝
わ
る
。『
図
書
寮
典
籍
解
題
　
続
文
学
篇
』に

よ
る
と
、
封
紙
は
四
種
が
伝
わ
る
。
以
下
、
同
書
に
従
っ
て
封
紙
を
年
代
順
に
並

べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑴
　
智
忠
親
王
の
封
紙

古
今
伝
受
の
箱
を
整
理
し
た
智
忠
親
王
に
よ
る
封
紙
は
、「
巳
正
廿
四
天
香
院

御
封
」
と
包
紙
に
あ
り
、
中
に
智
忠
親
王
の
花
押
が
記
さ
れ
た
封
紙
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。「
巳
」
に
つ
い
て
『
典
籍
解
題
』
は
「
延
宝
五
年
カ
」
と
推
測
す
る
が
、

智
忠
親
王
は
寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
承
応
二
（
一
六
五

三
）
年
、
あ
る
い
は
寛
永
十
八
（
一
六
四
一
）
年
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
智
忠
親

王
の
封
紙
は
、
延
宝
四
（
一
六
七
六
）
年
八
月
二
十
五
日
に
開
封
さ
れ
た
。
包
紙

に
「
天
香
院
殿
御
封
　
此
箱
延
宝
四
八
廿
五
初
開
之
」
と
あ
り
、
中
に
花
押
が
記

さ
れ
た
封
紙
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
封
紙
か
ら
、
智
忠
親
王
が
整
理
し

た
古
今
伝
受
の
箱
は
、
智
忠
親
王
に
よ
り
封
印
さ
れ
、
延
宝
四
年
に
初
め
て
開
か

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑵
　
後
水
尾
院
の
封
紙

後
水
尾
院
の
花
押
が
記
さ
れ
た
封
紙
は
、
包
紙
に
「
法
皇
御
封
　
延
宝
四
八
／

一
四
切
之
」
と
あ
り
、
中
に
「（
花
押
）
封
／
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
智
忠
親

王
が
整
理
し
て
封
を
し
た
封
紙
を
「
初
開
」
が
延
宝
四
年
八
月
二
十
五
日
と
あ
る

か
ら
、
後
水
尾
院
が
封
を
し
た
封
紙
を
同
年
同
月
十
四
日
に
開
く
の
は
、
月
日
が

少
し
前
後
す
る
。
あ
る
い
は
、
後
水
尾
院
は
、
智
忠
親
王
が
封
印
し
た
封
を
開
け

ず
に
、
自
ら
の
封
を
重
ね
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
水
尾
院
は
、
寛
文
四
（
一
六
六

四
）
年
に
後
西
院
他
三
名
へ
の
古
今
伝
受
を
終
了
し
、
和
歌
両
神
へ
の
和
歌
の
奉

納
を
終
え
て
い
る
。
後
水
尾
院
が
封
を
し
た
古
今
伝
受
の
箱
は
、
延
宝
四
年
に
開

封
さ
れ
た
。
古
今
伝
受
の
箱
は
封
印
し
て
継
承
さ
れ
、
次
の
継
承
者
が
封
を
開
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

⑶
　
後
西
院
の
封
紙

後
西
院
の
封
紙
は
三
紙
伝
わ
り
、
花
押
の
み
の
一
紙
と
、「
天
和
三
／
八
十
二

（
花
押
）」「
天
和
三
□
／
十
二
（
花
押
）
封
之
」
と
年
月
日
が
記
さ
れ
た
二
紙
が
伝

わ
る
。
後
の
二
紙
の
包
紙
に
は
「
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
三
月
廿
一
日
被
開
之

後
西
院
勅
符
也
」
と
あ
る
。
後
水
尾
院
が
封
を
し
て
延
宝
四
年
に
開
封
さ
れ
た
古

今
伝
受
の
箱
は
、
天
和
三
年
八
月
十
二
日
に
封
印
さ
れ
た
。
天
和
三
年
六
月
一
日

に
は
、
後
西
院
か
ら
霊
元
天
皇
へ
の
古
今
伝
受
が
終
了
し
、
和
歌
両
神
に
和
歌
を

奉
納
し
て
い
る
か
ら
、
古
今
伝
受
を
終
え
た
後
西
院
が
封
を
し
て
、
霊
元
天
皇
に

渡
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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四

⑷
　
桜
町
天
皇
の
封
紙

後
西
院
が
封
を
し
た
古
今
伝
受
の
箱
を
開
い
た
の
は
桜
町
天
皇
で
あ
っ
た
。
寛

保
三
年
に
は
霊
元
院
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
武
者
小
路
実
陰
も
中
院
通
躬
も
薨

去
し
て
い
る
。
桜
町
天
皇
は
霊
元
天
皇
の
門
弟
か
ら
講
釈
を
聴
く
こ
と
で
は
な

く
、
勅
封
に
よ
り
継
承
さ
れ
た
古
今
伝
受
の
箱
を
開
封
し
、
そ
の
内
容
を
検
討
す

る
事
に
よ
っ
て
古
今
伝
受
を
継
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
桜
町
天
皇
は
古
今
伝
受
の

箱
を
開
封
し
た
翌
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
に
烏
丸
光
栄
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
、

和
歌
両
神
に
和
歌
を
奉
納
し
て
い
る
。
桜
町
天
皇
の
封
紙
は
「
太
上
天
皇
昭
」
と

あ
る
一
紙
が
伝
わ
る
と
い
う
。

古
今
伝
受
の
箱
の
封
紙
を
検
討
す
る
と
、
古
今
伝
受
の
箱
を
伝
え
た
り
開
い
た

り
す
る
こ
と
は
、
単
に
箱
を
授
受
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
箱
の
中
に
収
め
ら
れ
て

い
る
資
料
を
継
承
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
資
料
を
閲
覧
す
る

こ
と
で
秘
伝
を
継
承
す
る
か
ら
こ
そ
、
箱
の
授
受
、
あ
る
い
は
箱
を
披
見
す
る
事

で
古
今
伝
受
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
院
通
躬
が
薨
去
し
た
後
、
古
今
伝
受
の
箱
を
開
見
す
る
こ
と
で
古
今
伝
受
を

継
承
し
た
と
す
る
こ
と
も
、
箱
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
躬
か
ら
の
伝
受
で
あ

る
と
す
る
こ
と
も
、
細
川
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
へ
の
相
伝
の
前
例
が
あ
る
以
上
、

無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
躬
が
継
承
し
た
古
今
伝
受
の

箱
は
、
御
所
伝
受
の
道
統
を
伝
え
る
箱
で
は
な
く
、
霊
元
院
に
学
ん
だ
一
門
弟
の

箱
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
桜
町
天
皇
は
、
智
忠
親
王
が
整
理
し
、
封
印
し
て
継
承
さ

れ
た
古
今
伝
受
の
箱
を
開
く
こ
と
で
、
名
実
と
も
に
古
今
伝
受
の
継
承
に
な
っ
た

と
い
え
よ
う
。

古
今
伝
受
の
箱
の
授
受
に
つ
い
て
は
、
箱
自
体
の
授
受
だ
け
で
は
な
く
、
箱
に

収
め
ら
れ
た
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注（
1
）　
近
世
雅
文
壇
の
研
究
（
二
〇
一
三
年
　
汲
古
書
院
）

（
2
）　
こ
れ
ら
の
経
緯
に
つ
い
て
は
「
御
所
伝
受
の
背
景
に
つ
い
て
」（『
近
世
文
芸
』
三

八
号
）、「
古
今
伝
受
後
の
智
仁
親
王
（
5
）
―
目
録
の
作
成
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
梅

花
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
七
号
）
で
検
討
を
加
え
た
。

（
3
）　
孝
明
天
皇
と
古
今
伝
受
（
文
化
史
の
中
の
光
格
天
皇
　
2
0
1
8
　
勉
誠
出
版
）


